
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和４年10月1日から令和５年３月31日までの随意契約
【環境部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

循環型社会推進
課

令和4年度八尾市
ごみ組成分析調査
業務

令和4年12月1日
株式会社地域
計画建築研究
所

大阪府大阪市中央区今橋
3-1-7

2,706,000

本業務は特殊業務であり、業者の技術面での信
頼と実績を考慮する必要があるため一般競争入
札には適さず、また調査業務の継続性が不可欠
であると考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境事業課
八尾市清掃庁舎ボ
イラー機器等取替
修繕業務

令和4年10月13日
ローレル株式
会社

大阪市住吉区長居2-5-11 10,989,000

経年劣化によりボイラー機器缶体から水漏れが
発生し、ボイラー機器が稼働しなくなる恐れが生じ
たことから、早急にボイラー機器の修繕が必要と
なったため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第5号の規定に基づき、随意契約を締結するも
の。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号適
用）

修繕料

環境事業課
八尾市清掃庁舎ボ
イラー更新に伴うガ
ス配管工事

令和5年2月7日
奥村組土木興
業株式会社

大阪市港区三先1-11-18 1,388,200

ガス事業法令等の規定に基づき、施工者が特定
される工事のため、ガス指定業者に対し依頼を実
施した結果、当該選定業者のみ見積書の提出が
あったことから、地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号に基づき随意契約を締結するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

工事請負費

環境施設課
八尾市立衛生処理
場フィールド計器定
期点検業務

令和4年11月30日

横河ソリュー
ションサービス
株式会社　関
西支社

大阪市北区梅田梅田2-4-9 3,102,000

当該機器は横河電機㈱が設計施工したものであ
り、同社もしくは関連会社以外では保守点検が困
難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

八光興業株式
会社

大阪府南河内郡太子町大字
山田1116-36

八光海運株式
会社

大阪府南河内郡河南町大字
一須賀453-１

委託料

令和４年度　随意契約の公表（環境部）

環境施設課

八尾市立衛生処理
場槽内清掃及び一
般廃棄物（汚泥）処
理業務

令和4年12月19日 4,862,000

左記業者は一般廃棄物処理業許可業者であり、
衛生処理場で発生する汚泥を適正に収集・運搬・
処理する能力を有する業者は、同社に限定される
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該
当）
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契約の相手方

の名称
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環境施設課
八尾市一般廃棄物
最終処分場浸出水
処理施設定期修繕

令和4年12月28日

クボタ環境
サービス株式
会社　大阪支
社

兵庫県尼崎市浜1-1-1

当該施設の機器類の修繕については、運転管理
業務と密接な関係があり、また独自の設計・構造
による特殊な機器が多いため、施工業者もしくは
関連会社以外では適切な修繕が困難なため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)

需用費

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター年末年
始臨時対応業務

令和5年1月7日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-
10

当施設は、極東開発工業㈱が設計施工したもの
で、特殊プラント施設であり、同社もしくは関連会
社以外では運転管理が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立リサイク
ルセンター各種プラ
ント機器修繕

令和5年2月13日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-
10

市民生活に非常に密接した施設であることから、
日常の廃棄物の処理に支障の無いよう施設運転
管理と一体となった修繕計画が必要であり、施設
の運転管理業務との連携がかかせないものであ
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課

八尾市立斎場自家
用電気工作物高圧
ケーブル・高圧機
器修繕

令和5年3月1日

一般財団法人
関西電気保安
協会　大阪南
支店

堺市西区平岡町86-1

当該設備は施設を安定稼動させるために重要な
役割を持つ設備であり、特に設備に精通した業者
による対応が必要であるため、保守点検業務を受
託している同協会以外では適切な修繕が困難な
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

2,442,000

28,710,000

2 / 2 ページ


